
群 馬 県 伊 勢 崎 市



表紙写真は、「波志江環境ふれあい公園」



 

「 恵 みある田 園  水 ・ 緑 あふれる いせさき」   

を目 指 して    本 市 は 、群 馬 県 の 南 東 部 に 位 置 し 比 較 的 平 坦 な 地 形 を 有 し て お
り 、豊 富 な 農 業 用 水 を 利 用 し て 、米 麦 の 作 付 け が 盛 ん に 行 わ れ て
お り 、施 設 園 芸 や 露 地 野 菜 の 栽 培 も 盛 ん で 、首 都 圏 を 中 心 に 農 産
物 を 出 荷 す る 都 市 近 郊 型 農 業 を 形 成 し て お り ま す 。  
 こ う し た 中 、農 産 物 の 安 定 供 給 の 施 策 と し て 、農 業 生 産 基 盤 の
整 備 や 農 村 地 域 の 生 活 環 境 の 整 備 を 、積 極 的 に 推 進 し て お り ま す 。 
 ま た 、一 方 で は 農 村 地 域 が 持 つ 豊 か な 自 然 環 境 に 市 民 の 関 心 が
高 ま る 中 、土 地 改 良 事 業 に お い て も 、環 境 に 配 慮 し た 事 業 実 施 が
求 め ら れ て お り ま す 。  
 こ の た め 市 民 や 有 識 者 の 協 力 を 得 て 、土 地 改 良 事 業 に お け る 環
境 へ の 取 り 組 み の 指 針 と な る「 伊 勢 崎 市 田 園 環 境 整 備 マ ス タ ー プ
ラ ン 」 を 作 成 い た し ま し た 。  
 こ の 計 画 で は 、市 民 の 視 点 に 立 っ た 、快 適 な 農 村 環 境 を 実 現 す
る た め 、澄 ん だ 空 気 と 清 ら か な 水 、豊 か な 緑 と そ の 景 観 を は じ め 、
肥 沃 な 土 壌 と 多 様 な 動 植 物 の 保 全 等 に 配 慮 し た も の で あ り 、元 気
で 活 力 あ る 自 然 豊 か な 農 村 を 目 指 し ま す 。  
 お わ り に 、本 プ ラ ン 策 定 に あ た り 貴 重 な 意 見 を い た だ き ま し た
「 伊 勢 崎 市 農 村 地 域 環 境 保 全 マ ス タ ー プ ラ ン 検 討 委 員 会 」の 皆 様
を は じ め 、 関 係 の 皆 様 に 心 か ら 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  
 
 

平 成 ２ １ 年 ３ 月  
    伊 勢 崎 市 長  
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耕地利用率
（※1)
において県平均91.8%を大きく上回る111.1%と、豊かな自然に恵まれた伊

勢崎市は、これを活かした農業生産が活発に行われている地域である。

また、地理的条件にも恵まれて、首都圏への食料供給基地としてその果たす役割も大きな

ものがある。

今後の農業・農村整備実施にあたっては、常に地域全体を視野に入れつつ、二次的自然

や景観等への負荷や影響を回避・低減するとともに、良好な環境を維持し、持続可能な社

会の形成に資する。

さらに環境との調和に配慮しつつ効率的かつ効果的に事業を推進するため、農村地域の

環境保全の目標や対策に関する基本計画として「伊勢崎市田園環境整備マスタープラン」

を作成したものである。

この田園環境整備マスタープランを指針として、食の安心・安全を重視するニーズに応え、

安定的に農産物を供給できる持続的な農業を目指し、意欲と能力ある担い手の確保・育成

や生産基盤の整備に努め、農業生産の向上を図ることとして、伊勢崎市総合計画での「持

続可能な農業の振興」に取り組もうとするものである。

第１節　マスタープランの背景と目的

第１章 田園環境マスタープラン策定の基本的な考え方
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伊勢崎市総合計画

伊 勢 崎 市
環 境 基 本 計 画

本マスタープランは、「群馬県総合計画〔２１世紀のプラン〕」を最上位計画として、「群馬県

農業振興プラン２０１０」、「群馬県環境基本計画」等で掲げるビジョンを背景に、「ぐんま水土

里(みどり)保全整備プラン」等の基本計画を踏まえ、『群馬県農業農村整備環境対策指針

2003』に基づき作成したものである。

また、「伊勢崎市 総合計画」及び関連する「伊勢崎市環境基本計画」等との整合を図りつ

つ、地域住民や学識経験者の意見を反映させて伊勢崎市独自の目標や対策を策定したも

のでもある。

なお、農林水産省が定めた「田園環境整備マスタープランの作成に関する要領の制定に

ついて」に該当するプランである。（P-40参照）

第２節　マスタープランの位置づけ

伊勢崎市
田園環境整備マスタープラン

　　　群馬県
　　農業農村整備環境対策指針2003

　ぐんま水土里保全整備プラン

群馬県総合計画
「２１世紀のプラン」

群馬県農業振興プラン
2010

群馬県環境基本計画
2006-2015

マスタープラン検討委員会
（学識経験者意見）
（農業関係者意見）
（地域住民の意向）
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１-1．　地域概要（位置）

平成17年１月に伊勢崎市・赤堀町・東村・境町の４市町村が合併して誕生した伊勢崎市は、群馬県の

南東部（市役所：東経139度11分59秒、北緯36度18分31秒、海抜58.1m）に位置し、東を太田市、みどり

市と、北・西を前橋市と、西を玉村町と接し、南は利根川を挟んで埼玉県本庄市、深谷市と接している。

東西約14km、南北約19km、面積139.3k㎡で、赤城山の美しい裾野を背景とした利根川などの雄大な

川の流れのもと、上毛カルタで「銘仙織り出す伊勢崎市」と詠まれるように、古くから織物のまちとして栄

えてきた。

市の交通体系は、道路

では市街地北部を東西に

北関東自動車道が走り、

南東から北西に市を縦断

し新潟方面への新しい

ルートを提供している国道

17号(上武道路)と伊勢崎Ｉ

Ｃで結ばれている。さらに

は東西に走る北部の国道

50号、南部の国道354号

などの基幹道路へは、多

くの主要地方道や県道が

連結し、県内交通の要衝

となっている。 鉄道は、

東西に伊勢崎駅と国定駅

を擁するＪＲ両毛線が横断

し、伊勢崎駅では東武伊

勢崎線が結節している。ま

た東武伊勢崎線は、新伊

勢崎・剛志・境の各駅から

東京方面に向かってい

る。

　第１節　現況調査

第2章 　自 然 環 境 調 査

伊勢崎市

伊勢崎ＩＣ

波志江PA
ｽﾏｰﾄＩＣ

上武道路

上武道路
東武伊勢崎線

国道50号

北関東
自動車道

国道50号

伊勢崎市役所
利根川

利根川

国道354号

広瀬川

国道462号

境支所

早
川

あ
ず
ま
支
所

赤堀
支所

粕川

広瀬川

国道354号

粕
川

ＪＲ両毛線

上武道路

東武伊勢崎線

上武道路

国道50号

伊勢崎ＩＣ

波志江PA
ｽﾏｰﾄIC

ＪＲ両毛線
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１-2．　地域概要（地勢）

伊勢崎市の地勢を等高線図（5m）で見ると、広瀬川を境にしてその西南側と東北側では、等

高線の傾きに大きな違いがある。東北側の台地は北から南へ傾斜するのに対し、西南側の平

野は西北から東南へ傾斜している。前者の傾斜方向は、粕川や早川の流路と一致し、後者は

広瀬川及び利根川の方向と合致している。

大地の傾斜方向とは、大地を形成した営力
※用語①

がはたらいた方向であり、北及び北西の二

方向の地形形成営力による合作に成ることが等高線図から読み取れる。

〔　伊勢崎市　等高線図(5m)　〕

早川

粕川

広瀬川

伊
勢
崎

市
役
所

上武道路

国道50号

北関東自動車道

ＪＲ両毛線

東武伊勢崎線

１３０

７0

６0

７0

６0

５0

５0

４0

８0

９0

１００

１１０

１２０

上武道路

ＪＲ両毛線 波志江PA
ｽﾏｰﾄIC

利根川

伊勢崎ＩＣ
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２．　自然環境（気象、地形、地質、水環境）

◆　気象

◆　地形

◆　地質

本市を流下する一級河川粕川付近を西端として、赤城山の南東麓は旧渡良瀬川が形成した

更新世
※用語②

の「大間々扇状地」が拡がっている。この扇状地は、市の北端付近を扇央部と

し、東は太田市八王子丘陵まで展開する県内最大の扇状地であり、扇端部では上田町のあま

が池など数カ所の湧水池が見られる。

利根川堤防のサイクリング道路

伊勢崎市の気候は、やや内陸性を帯び、寒暖の変化が激しく、例年11月から3月にかけては

北西の季節風（からっ風）が吹き、5月～9月にかけては南東の風が吹くことが多く、夏には雷雲

が発生することが多いのが特徴と言える。

　年間を通じての平均気温
※2
は15.3℃であり、年間降水量

※3
は約1,210mmと、県内でも降雨量

の少ない地域であり、特に年間を通じて日照時間が長く、全国的にみても長いという特徴を

持っている。

伊勢崎市は、群馬県の南東部に位置し、利根川を挟んで埼玉県と接しており、標高は

168m(西野町）～35m（境平塚）であるが、全体的には北西から南東に向かってごく緩やかな傾

斜を成している。このため、土地利用において耕地面積は全面積の37.3%であるが、林地面積

が0.2%と近隣の市に比べて極端に小さいことが大きな特徴となっている。

河川は、利根川と広瀬川の２大河川があり、利根川は

市の南端を埼玉県境に沿って、広瀬川は市の中央部を

それぞれ南東に向かって流れている。広瀬川やその支流

である粕川、また早川などの中小河川は、農業用水として

の水源を提供している。

また、粕川の西側は、浅間山（黒斑成層火山）の山体崩

壊によって発生した土砂（応桑岩屑なだれ
※用語③

）が吾妻

川から利根川に流れ込んで堆積したとされる「前橋台地」

が拡がっているが、広瀬川に沿った地帯は幅約3kmで

「広瀬川低地帯」が分布している。

利根川堤防のサイクリング道路

豊富な湧水に恵まれるあまが池
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◆　水環境

花咲き誇る春のラブリバー親水公園うぬき

西部公園から望むラブリバー親水公園うぬき

伊勢崎市には、利根川や広瀬川、粕川、早川などの一級河川と赤坂川などの準用河川や用

排水路などの多くの普通河川がある。また、波志江沼や伊与久沼などの沼があり、昔から美し

い景観を保ちながら、かんがい用ため池として利用され、長年にわたって実り豊かな田畑を潤

している。

利根川や広瀬川での堤防を利用したサイクリング道路や、粕川のほとりにあるせせらぎ公園

及び広瀬川のラブリバー親水公園うぬき等では、市民が水と親しめる施設として整備され、貴

重な水辺空間が形成されている。

これらの河川や沼などの水辺空間やそれを取り巻く緑と一体となった自然環境は、私たちに

うるおいとやすらぎを与えてくれる場としての役割が期待されるだけでなく、動植物にとっての

貴重な生息・生育空間として生態系の保全の面からもその重要性が見直されている。
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１．　伊勢崎市の木・花

(県指定天然記念物)

２．　植　物

市街地の里山（八寸権現山付近）

①水量豊富な利根川流域は、水流の影響で寒さが和らいでいる。

　ハハコグサ、ミドリハコベ、キュウリクサ、ツメクサ、タブノキなど

ハハコグサ ミドリハコベ

　第２節　植 生 物

　花(秋)…菊

市の木…マツ(連取：菅原神社)

　　　花(夏)…サルビア　　花(春)…ツツジ

　　花(冬)…スイセン

伊勢崎市は、県下の各市の中で森林面積が最も少なく、アカマツやコナラなどの林が河川沿

いや池沼周辺、流れ山などに見られるに過ぎず、点在する寺社林等は小規模ではあるが貴重

な緑の景観資源である。全体的に平坦であり地形上の変化には乏しいが、植生の面では次に

掲げる①～⑤のように特徴的な景観が見られる。

広瀬川・利根川合流付近
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②河川の影響を受けたと思われるもの

・ 種子や果実が川の流れによって運ばれたもの

　春咲きヤマガラシ（冬ガラシ・西洋ヤマガラシ）等

・ 川風（上流から及びその逆の下流からの場合もある）

　タンポポ、ノゲシ、ホウキギクなど

③国道17号（上武道路）等の大きな道路沿いに見られる帰化植物

　セイタカアワダチソウ、イヌムギ、ネズミホソムギ、セイバンモロコシ等

④寺社林や屋敷林の大樹等

（国指定天然記念物）

・ 華蔵寺公園のキンモクセイ

（県指定天然記念物）

・ 連取のマツ（枝張は東西約35m、南北約26m）

・ (旧)境高校のトウカエデ

（市指定天然記念物）

・ 同聚院の大カヤ（樹齢約600年）

・ 波志江の大シイ（樹齢約600年）

・ 上植木のサカキ（樹齢約300年）

・ 赤堀今井の信濃柿（樹齢約300年）

・ 塩島稲荷の大サザンカ（樹齢約300年）

・ 西福寺の大カヤ（樹齢約400年）

⑤その他

・ 華蔵寺公園（5,000本のツツジ、）他　サクラ、しゃくなげ、水生植物園の花しょうぶ

・ 小菊の里

・ あずま水生植物公園のアヤメ

・ 赤堀花しょうぶ園のショウブ

・ 天幕城趾あかぼり蓮園のハス

・ 島村（利根川渡船乗り場）のコスモス畑

・ 小泉稲荷神社の大鳥居周辺のコスモス畑

上植木のサカキ

(旧)境高校のトウカエデ

小菊の里

ノゲシ セイタカアワダチソウタンポポ
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３．　動　物 （鳥類、ほ乳類、魚類、爬虫類、両生類、昆虫類、その他）

◆ 鳥　類

〔留鳥〕 季節による移動をせず、１年中同じ地域に棲む

　キジバト、ムクドリ、トビ、カラス、アオサギ、カワセミ、オオタカ、カワウ等

〔夏鳥〕 春に南方から渡ってきて繁殖し、秋に去っていく

　コアジサシ、カッコウ、ツバメ、オオヨシキリ等

〔冬鳥〕 秋に北方から渡ってきて越冬し、春に帰っていく

　マガモ、コガモ、シメ、ジョウビタキ、ハクセキレイ等

〔漂鳥〕 １年中国内に棲むが、夏は山地や北部の地域で繁殖し、冬は低地や南部に移動

　ウグイス、アオジ、メジロ、ヒヨドリ、モズ、シジュウカラ等

〔旅鳥〕 渡り鳥で当該地域を通過する際、休息をとるなど一時的に生息

　シギ類、チドリ類

〔迷鳥〕 普通は生息しないが、台風等でまれに迷い込む

◆ ほ乳類

　ホンドアカネズミ、アズマモグラ、ホンドイタチ、ホンドタヌキ

　アブラコウモリ等

◆ 魚　類

その他）ギンブナ、タモロコ、ゲンゴロウブナ、アユ、モツゴ、ヒガイ、コイ、ナマズ等

◆ 爬虫類

　カナヘビ、トカゲ、アオダイショウ、シマヘビ、ヤマカガシ、マムシ等

群馬県内の平坦地では一般的に広く生息する種類が確認されている。ただ、ヤモリについて

は、東毛地域のみである。

オオヨシキリ

アズマモグラ

オイカワ

アユ

ニホンヤモリ

平地で森林がほとんど無い生息環境では、耕地や河川、草地などに生息する種に限定され

る夜行性が多い。

利根川と支流中小河川が主な生息地であり、３０種程度が確認されている。中でも、オイカワ、

ウグイ、ニゴイ、カマツカの採集頻度が特に高い。

ムクドリ

　　カワセミ

市の南側を流れる利根川の川幅が広く（堤防を含み約1km）、その河川敷が草地を形成し、

水際は干潟化していることで、群馬県下有数の水辺の鳥の生息地となっている。

その習性から、水辺で繁殖する種類と、越冬のため渡来する種類とに区分される。一般山野

も含め、主な鳥類は以下の通りである。
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◆ 両生類

　無尾類（ヒキガエル、アマガエル、ニホンアカガエル、ウシガエル、トウキョウダルマガエル等）

　有尾類（イモリ等）

◆ 昆虫類

　チョウ、トンボ、クモ、ハチ、アリ、ガ、セミ、ハエの類

　アメンボ、ヤゴ、ゲンゴロウなど

◆ その他

　カタツムリ、ナメクジ、タニシ、カワニナ、アメリカザリガニ、ミズムシ、プランクトン類など

生きもの調査（開田地区）

ウスバキトンボ

ナナホシテントウ

カタツムリ

エンマコオロギ

群馬県内の平野部に見られる種類と大差はなく、利根川の草地、中小河川や水田、池沼など

で確認できる。

　一般的な県内平野部で生息する昆虫は、ほとんど確認出来る。

ニホンアカガエル
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４．　絶滅のおそれのある野生生物

◆  植 物 編 （伊勢崎市関係分
※6

）

※佐波伊勢崎地域は絶滅。前橋,高崎等で希少種

※佐波伊勢崎地域は絶滅。

サンショウモ ノジトラノオ

ミクリコギシギシ

チョウジソウ

生育環境

河川沿低湿地、畑

主　な　選　定　理　由

トネテンツキ カヤツリグサ科 絶滅危惧Ⅱ類 河川開発、農薬汚染、管理放棄、帰化競合

⑥情報不足

種　名 科　名 環境省評価

種　名 科　名 環境省評価 主　な　選　定　理　由

キク科 絶滅危惧Ⅱ類 河川開発、自然遷移、その他(帰化競合,水害) 川原

⑤稀少種

カワラニガナ

④準絶滅危惧種

主　な　選　定　理　由 生育環境

湿地・水田周辺

生育環境

ノカンゾウ ユリ科 － 湿地開発、土地造成、自然遷移、農地整備

③絶滅危惧Ⅱ類

種　名 科　名 環境省評価

スズメハコベ ゴマノハグサ科 絶滅危惧ⅠＢ類 河川開発、湿地開発、農薬汚染

チョウジソウ キョウチクトウ科 絶滅危惧Ⅱ類 湿地開発、自然遷移

ヒメナエ マチン科 絶滅危惧ⅠＢ類 草地開発、水質汚濁、自然遷移、洪水

科　名 環境省評価

種　名 科　名 環境省評価

①絶滅種

②絶滅危惧Ⅰ類

主　な　選　定　理　由 生育環境

ヤマドリトラノオ チャセンシダ科 絶滅危惧ⅠＡ類 土地造成 岩壁等

種　名

主　な　選　定　理　由 生育環境

コハナヤスリ ハナヤスリ科 － 河川開発、その他(自然災害) 河川敷の草地

ササバモ ヒルムシロ科 － 池沼開発、河川開発、水質汚濁、側溝整備

池沼,水田,休耕田

コギシギシ タデ科

ミクリ ミクリ科 絶滅危惧Ⅱ類 ゴルフ場、自然遷移

池沼、河川

リュウノヒゲモ ヒルムシロ科

サンショウモ サンショウモ科 絶滅危惧Ⅱ類 土地造成、農薬汚染、自然遷移、水害

絶滅危惧Ⅱ類 河川開発、土地造成、自然遷移、帰化競合 水田溝,中小河川

湿地、池沼中

絶滅危惧Ⅱ類 池沼開発、河川開発、その他(釣り人進入) 湖沼

原野の湿った所

低湿地

低湿地、休耕田

河原、草原

タヌキマメ マメ科 － 河川開発、土地造成、自然遷移、帰化競合 川原

ハタザオ アブラナ科 － 土地造成、農薬汚染、自然遷移、帰化競合

水田、湿地

ノジトラノオ サクラソウ科 絶滅危惧ⅠＢ類 河川開発、土地造成、農薬汚染、自然遷移 平地堤防、雑木林の縁

ミズマツバ ミソハギ科 絶滅危惧Ⅱ類 河川開発、農薬汚染、その他(農道整備・水害)
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